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第１ 計画の基本的な考え方

１ 計画の目的

本区は、「目黒区基本構想」に、目指すまちの将来像「さくら咲き 心地よいまち ずっと

めぐろ」を掲げ、その実現のため今後１０年間に取り組むべき課題と施策の基本的な方向を総

合的かつ体系的に示した「目黒区基本計画」に基づき、区民の皆様とともにまちづくりを進め

ています。

本計画は、基本計画に掲げる各分野の目標・施策を具体化し、計画的に進めていくことを目

的として改定しました。

２ 計画の性格・位置付け

（１）本計画は、基本構想、基本計画、実施計画の三段階で構成される本区の長期計画の一翼を

担い、基本計画に掲げられている行財政上の課題等に計画的に取り組むための５か年の具体

的な事業計画で、各年度の予算編成に当たっての指針となるものです。

（２）本計画は、実行性を確保する観点から、財源の裏付けを図り、令和７（２０２５）年度から

の５年間に具体化すべき主要な事業の事業量・実施時期等を明らかにしたものです。

（３）計画の改定に当たっては、区民生活を取り巻く社会経済状況の変化や、財政状況など行財

政上の諸条件を踏まえるとともに区民、区議会及び関係団体からの意見・要望、施策の重要

性・緊急性・具体化の状況等を考慮し、事業を選択して計画化しました。

３ 計画の特徴

（１）基本構想に掲げるまちの将来像「さくら咲き 心地よいまち ずっと めぐろ」を実現す

るため、基本計画の政策・施策を踏まえつつ、大きく３つのテーマのもと計画を改定しまし

た。

・テーマ１ 災害に強く安全なまちに

快適で誰もが暮らしやすく、あらゆる危機事象に適切に対処できるまちづくりを推進するた

めの事業です。

・テーマ２ よりよい子育て・教育環境を子どもたちへ

全ての子どもたちが、生き生きと成長し、学んでいくことができる環境を整える事業です。

・テーマ３ デジタル活用でさらなる変革を

未来を見据えてデジタル技術を積極的に活用し、区民サービスの充実と業務効率化を実現さ

せながら、持続可能な行政運営を行っていくための事業です。

（２）前計画に引き続き、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標： ）

の１７のゴールと各事業を結び付け、「誰一人取り残さない」理念のもと、実現に向けて取

り組んでいきます。

（３）持続可能な行財政運営を図る上で、全般的かつ継続的な事務事業の見直しに取り組んでい

く必要があることから、ビルドとスクラップを一体的に捉え、持続可能な行財政運営を図る

ために行政経営の視点を計画に包含しています。
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４ 計画事業選定の際の基準（基本的な考え方）

計画期間内に、財源の裏付けと事業量を明らかにして取り組む必要がある事業等であること

を前提に、次の事項を総合的に勘案して優先する計画事業を選定しました。

（１）目黒区基本計画で示した目標の具体化を効果的に達成するために、重点的に力を注ぐべ

き課題や優先的に取り組むべき課題に対応した事業を厳選する。

（２）新たに実施計画に計上する事業は、中長期的に取り組む事業のうち、令和７年度から令

和１１年度の計画期間内に財源の裏付けと事業量を明らかにして取り組む必要がある、次

のいずれかに該当する事業を対象とする。

ア 施設建設・整備計画事業等

（ア）計画期間内に設計又は工事等に着手する事業（例：新築・改築・大規模改修、公園

整備、道路整備事業など）

（イ）施設整備に向けた調査等を必要とする事業又は民間事業者等による施設整備の誘

導等による事業

イ 非施設計画事業

計画期間内に、新たな制度の創設や取組が必要な事業及び既存事業を計画的に拡充す

る必要のある事業で特に重要な事業（例：○○システムの開発、○○助成事業の拡充な

ど）

（３）前実施計画から引き続き計上する事業については、行政需要の変化、実現可能性、緊急

性、優先性等を再検討し、次のとおり必要な見直しを行う。

ア 引き続き実施計画に計上する事業については、（２）に準じて選定する。

イ 事業の進捗状況を踏まえ、事業内容及び事業費の見直し、実施年次の変更、計画の廃止

等について十分に検討する。

（４）新たな課題に対応する一方で、財政状況については不確実性の高い状態が続く見通しで

あるため、既存の施策・事業の見直し（ビルド・アンド・スクラップ）に取り組む。

５ 計画の期間及び改定の時期

計画期間は、令和７ ２０２５ 年度から令和１１ ２０２９ 年度の５年間です。実施計画は、

原則として３年毎に改定を行うこととしているため、状況の変化に応じて事業を見直し、新た

な５か年計画に更新していきます。

なお、社会経済状況等の大幅な変化により計画修正等の必要性が生じた場合には、的確な対

応を図ります。

６ 計画の進行管理

改定に当たり、前計画に掲げる事業と新たに計画に計上する事業の現状を確認し、達成目標

や各年度の事業量を定めています。設定した成果指標に対する事業目的の達成度合いや進捗状

況を把握しながら事業の進め方を検証していきます。
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第２ 計画の概要 

１ 過去２期との事業費比較 

・今回の実施計画は、基本計画（令和４(２０２２)～１３(２０３１)年度）の目標達成に向け、

未来への投資として必要不可欠な事業を選定し、約１，２３５億円を投入します。（図 1参照） 

・財政負担への影響を考慮し、一般財源は約３８３億円に抑えるとともに、経費負担を世代間

で公平にする観点から、５年間で約３４３億円の起債を見込んでいます。 

 

 

図 1. 過去２期との事業費比較 
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1 新たな区民センター整備と周辺まちづくり 3,022,028 3,022,028

2 地方公共団体情報システム標準化の推進 1,528,283 794,532

3 DX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進 110,127 84,000

4 区民サービスの向上に資するIT基盤の構築 243,630 243,630

4,904,068 4,144,190

○
妊娠期から青年期までの包括的な
子育て家庭への支援

5 総合的な子ども家庭支援体制の構築 3,065,382 974,030

○ 多様な保育・教育の充実 6 区立保育園の民営化 2,039,556 1,075,060

○
子どもの安全な遊び場・放課後の居
場所づくりの推進

7 放課後子ども総合プランの推進 41,234 38,381

8 区立児童館及び学童保育クラブの民間事業者による運営 296,215 266,599

○
新しい時代の学校教育を支える環
境整備

9 学校のＩＣＴ環境整備 3,400,111 3,304,081

○
社会状況の変化に対応した魅力あ
る学校施設への更新

10 統合新校の新校舎建設 27,462,110 1,135,543

11 学校施設の計画的な更新 26,131,633 4,805,220

12 学校の空調設備更新 4,521,479 3,941,385

○ 図書館サービスの充実 13 電子図書館資料（電子書籍）の充実 20,525 20,525

○ 文化財の保護・活用 14 駒場公園の文化財保存・修復整備 732,814 260,183

67,711,059 15,821,007

○
芸術文化活動への支援とつながり
の創出

15 文化ホール事業運営に係る設備改修 1,200,874 0

1,200,874 0

○
高齢福祉の施設整備とサービスの
充実

16 特別養護老人ホーム整備支援 1,659,450 794,647

17 地域密着型サービス基盤等の整備支援 385,558 43,305

○
障害福祉の施設整備とサービスの
充実

18 障害者グループホームの整備支援 52,698 52,698

2,097,706 890,650

○ 地域特性に応じた生活拠点の整備 19 祐天寺駅周辺地区の整備 262,660 148,960

20  学芸大学駅周辺地区の整備 18,418 14,918

○ 公民連携による地域街づくりの推進 21 自由が丘駅周辺地区の街づくり 22,369,490 6,717,671

22 中目黒駅周辺地区の街づくり 4,336,019 1,753,826

23 目黒駅周辺地区の街づくり 85,500 75,500

計

■子育て子育ちへの支援

■生きる力を育む学校教育の推進

■豊かな地域社会をつくる生涯学習の充実

計

■芸術文化の香りあふれるまちづくり

計

■誰もが自分らしく共に暮らせる社会の推進

計

■魅力ある街並みの整備

２２　　施施策策のの体体系系
基本計画の施策体系 実施計画

（■⇒政策、○⇒施策） №  事業名
事業費総額

（千円）
一般財源総額

（千円）

区政運営方針に係る事業

［基本目標１］学び合い成長し合えるまち

［基本目標２］人が集い活力あふれるまち

［基本目標３］健康で自分らしく暮らせるまち

［基本目標４］快適で暮らしやすい持続可能なまち
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○
ユニバーサルデザイン、バリアフ
リーの推進

24 経路のバリアフリー化推進 18,766 18,056

○ 地域交通の支援の推進 25 地域交通の支援の推進 400,488 326,711

○ 公園等の機能拡充と活用推進 26 公園リノベーション事業 1,419,671 1,167,810

○ みどりの保全・創出 27 みどりの保全・創出 18,855 18,855

28 めぐろサクラ再生プロジェクト 211,237 105,619

○ 生物多様性の確保 29 生物多様性の確保 122,559 104,572

○
脱炭素社会に向けた地球温暖化対
策の推進

30 区有施設の電力供給における脱炭素化の推進 24,355 24,355

31 再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費助成 151,500 151,500

32 庁用車の脱炭素化促進 22,323 22,323

33 区有施設の改築における省エネルギー化 0 0

○ 都市基盤の保全と管理 34 道路・橋りょうの強靭化対策 1,998,615 1,461,586

○ 交通安全対策の推進 35 安全・安心の道路交通対策 48,012 48,012

○
自転車安全利用の推進と走行環境
の整備

36 総合的な自転車対策の推進 215,281 215,281

31,723,749 12,375,555

〇 危機管理態勢の充実 37 天井非構造部材落下防止対策等施設改修工事 2,448,510 0

○ 避難者対策の推進 38 避難所生活課題に対する備えの充実 90,328 21,871

○ 被災者の生活再建支援 39 被災者の生活再建・復興支援の推進 132,312 132,312

○ 防犯設備の整備促進 40 地域の防犯力向上（防犯カメラの整備） 228,072 87,971

○ 木造住宅密集地域の整備の促進 41 木造住宅密集地域整備事業 7,122,749 1,573,455

42 整備地域等の不燃化促進 808,785 409,071

43 西小山駅周辺の街づくり 71,489 35,746

44 都市防災不燃化促進事業 22,162 5,695

○ 建築物等の耐震化促進 45 民間建築物の耐震化 860,097 156,357

○ 無電柱化の推進 46 無電柱化の推進 3,973,060 2,507,074

○ 豪雨対策の推進 47 豪雨対策事業 60,290 60,290

48 環境配慮型の道路整備 40,128 30,553

15,857,982 5,020,395

112233,,449955,,443388 3388,,225511,,779977

計

合合計計

■地球にやさしく快適なまちづくり

■安全で快適な都市基盤の整備と保全

計

■自然災害や健康危機などへの備え

■日常生活における安全・安心の確保

■災害に強い街づくり

［基本目標５］安全で安心して暮らせるまち

■自然環境の保全とみどりの創出

■誰もが住みやすい環境の確保

［基本目標４］快適で暮らしやすい持続可能なまち
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３ 計画の主な変更点 

 

（１）計画を継続する事業（44事業） 

新計画№ 事業名 

1 新たな区民センター整備と周辺まちづくり 

2 地方公共団体情報システム標準化の推進 

3 DX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進 

5 総合的な子ども家庭支援体制の構築 

6 区立保育園の民営化 

7 放課後子ども総合プランの推進 

8 区立児童館及び学童保育クラブの民間事業者による運営 

9 学校の ICT環境整備 

11 学校施設の計画的な更新 

13 電子図書館資料（電子書籍）の充実 

14 駒場公園の文化財保存・修復整備 

15 文化ホール事業運営に係る設備改修 

16 特別養護老人ホーム整備支援 

17 地域密着型サービス基盤等の整備支援 

18 障害者グループホームの整備支援 

19 祐天寺駅周辺地区の整備 

20 学芸大学駅周辺地区の整備 

21 自由が丘駅周辺地区の街づくり 

22 中目黒駅周辺地区の街づくり 

23 目黒駅周辺地区の街づくり 

24 経路のバリアフリー化推進 

25 地域交通の支援の推進 

26 公園リノベーション事業 

27 みどりの保全・創出 

28 めぐろサクラ再生プロジェクト 

29 生物多様性の確保 

30 区有施設の電力供給における脱炭素化の推進 

31 再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費助成 

32 庁用車の脱炭素化促進 

33 区有施設の改築における省エネルギー化 

34 道路・橋りょうの強靭化対策 

35 安全・安心の道路交通対策 
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新計画№ 事業名 

36 総合的な自転車対策の推進 

37 天井非構造部材落下防止対策等施設改修工事 

39 被災者の生活再建・復興支援の推進 

40 地域の防犯力向上（防犯カメラの整備） 

41 木造住宅密集地域整備事業 

42 整備地域等の不燃化促進 

43 西小山駅周辺の街づくり 

44 都市防災不燃化促進事業 

45 民間建築物の耐震化 

46 無電柱化の推進 

47 豪雨対策事業 

48 環境配慮型の道路整備 

 

（２）新たに計上する事業（4事業） 

新計画№ 事業名 

4 区民サービスの向上に資する IT基盤の構築 

10 統合新校の新校舎建設 

12 学校の空調設備更新 

38 避難所生活課題に対する備えの充実 

 

（３）今回計画に計上しない事業（5事業） 

前計画№ 事業名 

6 児童館・学童保育クラブの拡充整備 

10 区立中学校の適正規模・適正配置の推進 

12 学校トイレの環境改善 

16 高齢者福祉住宅の整備（東根職員住宅跡活用） 

19 特別養護老人ホーム中目黒の改修 

 



22

金 額 構 成 比 事業数 金 額 構 成 比

123,495,438 100.0% 48 19,391,259 100.0%

4,904,068 4.0% 4 1,486,433 7.7%

67,711,059 54.8% 10 7,800,505 40.2%

1,200,874 1.0% 1 130,995 0.7%

2,097,706 1.7% 3 493,935 2.5%

31,723,749 25.7% 18 8,168,701 42.1%

15,857,982 12.8% 12 1,310,690 6.8%

24,756,542 20.0% － 6,205,575 32.0%

8,658,046 7.0% － 1,430,112 7.4%

34,305,000 27.8% － 4,819,000 24.9%

17,102,926 13.8% － 2,121,672 10.9%

421,127 0.3% － 44,039 0.2%

38,251,797 31.0% － 4,770,861 24.6%

構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100とはならない。

４　実施計画事業費集計表

区 分

令和  7（2025）年度～
令和11（2029）年度

令和7（2025）年度

実施計画事業費合計

基
本
目
標
等
別

学び合い成長し合えるまち

人が集い活力あふれるまち

健康で自分らしく暮らせるまち

快適で暮らしやすい持続可能なまち

安全で安心して暮らせるまち

区政運営方針に係る事業

財
源
内
訳

国 庫 支 出 金

都 支 出 金

特 別 区 債

基 金

そ の 他

一 般 財 源
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金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

23,615,154 100.0% 27,849,748 100.0% 34,972,356 100.0% 17,666,921 100.0%

1,578,975 6.7% 433,058 1.6% 1,382,602 4.0% 23,000 0.1%

13,535,008 57.3% 19,335,923 69.4% 15,792,086 45.2% 11,247,537 63.7%

466,220 2.0% 484,859 1.7% 47,500 0.1% 71,300 0.4%

728,215 3.1% 373,389 1.3% 502,167 1.4% 0 0.0%

3,446,174 14.6% 2,476,951 8.9% 13,992,903 40.0% 3,639,020 20.6%

3,860,562 16.3% 4,745,568 17.0% 3,255,098 9.3% 2,686,064 15.2%

3,673,758 15.6% 3,457,970 12.4% 8,754,283 25.0% 2,664,956 15.1%

1,476,776 6.3% 1,566,246 5.6% 2,917,559 8.3% 1,267,353 7.2%

4,358,000 18.5% 11,250,000 40.4% 8,812,000 25.2% 5,066,000 28.7%

3,260,388 13.8% 5,602,707 20.1% 4,169,007 11.9% 1,949,152 11.0%

45,192 0.2% 0 0.0% 313,372 0.9% 18,524 0.1%

10,801,040 45.7% 5,972,825 21.4% 10,006,135 28.6% 6,700,936 37.9%

４　実施計画事業費集計表

(単位:千円）

令和8（2026）年度 令和9（2027）年度 令和10（2028）年度 令和11（2029）年度
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事 業 費 構 成 比 事 業 数 事 業 費 構 成 比 事 業 数

47,216,277 100.0% 49 126,718,727 100.0% 48

11,652,770 24.7% － 24,468,413 19.3% －

5,270,197 11.2% － 8,370,537 6.6% －

9,592,000 20.3% － 37,701,000 29.8% －

5,978,868 12.7% － 21,949,883 17.3% －

53,097 0.1% － 420,534 0.3% －

14,669,345 31.1% － 33,808,360 26.7% －

構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100とはならない。

実施計画事業費合計

財
源
内
訳

国 庫 支 出 金

都 支 出 金

特 別 区 債

基 金

そ の 他

一 般 財 源

５　事業費別新旧計画比較表

区 分

前　実　施　計　画
令和4（2022）年度　～　8（2026）年度

素　　案
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(単位：千円）

事 業 費 構 成 比 事 業 数 事 業 費 事 業 数 事 業 費 事 業 数

123,495,438 100.0% 48 △ 3,223,289 0 76,279,161 △ 1

24,756,542 20.0% － 288,129 ― 13,103,772 ―

8,658,046 7.0% － 287,509 ― 3,387,849 ―

34,305,000 27.8% － △ 3,396,000 ― 24,713,000 ―

17,102,926 13.8% － △ 4,846,957 ― 11,124,058 ―

421,127 0.3% － 593 ― 368,030 ―

38,251,797 31.0% － 4,443,437 ― 23,582,452 ―

５　事業費別新旧計画比較表

新　実　施　計　画
令和7（2025）年度　～　11（2029）年度

素案との比較 前計画との比較
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６ ＳＤＧｓについて 

 

 

出典）国際連合広報センター資料 

 

 

ＳＤＧｓは、「誰一人取り残さない」包括的な社会の実現に向け、貧困、健康、教育、人権、エネルギ

ー、経済、産業、都市環境、自然環境など、様々な分野における目標が掲げられています。これらの目

標は、いずれも我々の生活から切り離せない重要なものです。実施計画に掲げる各事業においてもＳＤＧｓ

の視点を踏まえて取り組んでいきます。 

また、１７番目のゴール「パートナーシップで目標を達成しよう」の中には「マルチステークホルダ

ー・パートナーシップ」という概念が含まれており、行政・民間・市民の協働によって持続可能な社会

の実現を目指すことが掲げられています。これは分野横断的な考え方であり、あらゆる分野の施策推進

において、関係者が連携して、ともに力を合わせることが重要です。 

 
 

【ＳＤＧｓの のゴールの概要】

ゴール 概要 ゴール 概要

あらゆる場所のあらゆる形態の

貧困を終わらせる

各国内及び各国間の不平等を是

正する

飢餓を終わらせ、食料安全保障

及び栄養改善を実現し、持続可

能な農業を促進する

包摂的で安全かつ強靱 レジリ

エント）で持続可能な都市及び

人間居住を実現する

あらゆる年齢のすべての人々の

健康的な生活を確保し、福祉を

促進する

持続可能な生産消費形態を確保

する

すべての人々への包摂的かつ公

正な質の高い教育を提供し、生

涯学習の機会を促進する

気候変動及びその影響を軽減す

るための緊急対策を講じる

ジェンダー平等を達成し、すべ

ての女性及び女児の能力強化を

行う

持続可能な開発のために海洋・

海洋資源を保全し、持続可能な

形で利用する

すべての人々の水と衛生の利用

可能性と持続可能な管理を確保

する

陸域生態系の保護、回復、持続

可能な利用の推進、持続可能な

森林の経営、砂漠化への対処、

ならびに土地の劣化の阻止・回

復及び生物多様性の損失を阻止

する

すべての人々の、安価かつ信頼

できる持続可能な近代的エネル

ギーへのアクセスを確保する

持続可能な開発のための平和で

包摂的な社会を促進し、すべて

の人々に司法へのアクセスを提

供し、あらゆるレベルにおいて

効果的で説明責任のある包摂的

な制度を構築する

包摂的かつ持続可能な経済成長

及びすべての人々の完全かつ生

産的な雇用と働きがいのある人

間らしい雇用 ディーセント・

ワーク を促進する

持続可能な開発のための実施手

段を強化し、グローバル・パー

トナーシップを活性化する

強靱（レジリエント）なインフ

ラ構築、包摂的かつ持続可能な

産業化の促進及びイノベーショ

ンの推進を図る

（出典）国連持続可能な開発サミット

「我々の世界を変革する：持続可能な開発のため

の アジェンダ（外務省仮訳）」
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【ＳＤＧｓの のゴールの概要】

ゴール 概要 ゴール 概要

あらゆる場所のあらゆる形態の

貧困を終わらせる

各国内及び各国間の不平等を是

正する

飢餓を終わらせ、食料安全保障

及び栄養改善を実現し、持続可

能な農業を促進する

包摂的で安全かつ強靱 レジリ

エント）で持続可能な都市及び

人間居住を実現する

あらゆる年齢のすべての人々の

健康的な生活を確保し、福祉を

促進する

持続可能な生産消費形態を確保

する

すべての人々への包摂的かつ公

正な質の高い教育を提供し、生

涯学習の機会を促進する

気候変動及びその影響を軽減す

るための緊急対策を講じる

ジェンダー平等を達成し、すべ

ての女性及び女児の能力強化を

行う

持続可能な開発のために海洋・

海洋資源を保全し、持続可能な

形で利用する

すべての人々の水と衛生の利用

可能性と持続可能な管理を確保

する

陸域生態系の保護、回復、持続

可能な利用の推進、持続可能な

森林の経営、砂漠化への対処、

ならびに土地の劣化の阻止・回

復及び生物多様性の損失を阻止

する

すべての人々の、安価かつ信頼

できる持続可能な近代的エネル

ギーへのアクセスを確保する

持続可能な開発のための平和で

包摂的な社会を促進し、すべて

の人々に司法へのアクセスを提

供し、あらゆるレベルにおいて

効果的で説明責任のある包摂的

な制度を構築する

包摂的かつ持続可能な経済成長

及びすべての人々の完全かつ生

産的な雇用と働きがいのある人

間らしい雇用 ディーセント・

ワーク を促進する

持続可能な開発のための実施手

段を強化し、グローバル・パー

トナーシップを活性化する

強靱（レジリエント）なインフ

ラ構築、包摂的かつ持続可能な

産業化の促進及びイノベーショ

ンの推進を図る

（出典）国連持続可能な開発サミット

「我々の世界を変革する：持続可能な開発のため

の アジェンダ（外務省仮訳）」
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
新たな区民センター整備と周辺
まちづくり

2
地方公共団体情報システム標
準化の推進

3
DX（デジタル・トランスフォーメー
ション）の推進

4
区民サービスの向上に資するIT
基盤の構築

5
総合的な子ども家庭支援体制
の構築

6 区立保育園の民営化

7 放課後子ども総合プランの推進

8
区立児童館及び学童保育クラブ
の民間事業者による運営

9 学校のＩＣＴ環境整備

10 統合新校の新校舎建設

11 学校施設の計画的な更新

12 学校の空調設備更新

13
電子図書館資料（電子書籍）の
充実

14
駒場公園の文化財保存・修復
整備

２　人が集い活
力あふれるまち

15
文化ホール事業運営に係る設
備改修

16 特別養護老人ホーム整備支援

17
地域密着型サービス基盤等の
整備支援

18
障害者グループホームの整備
支援

19 祐天寺駅周辺地区の整備

20 学芸大学駅周辺地区の整備

21 自由が丘駅周辺地区の街づくり

22 中目黒駅周辺地区の街づくり

23 目黒駅周辺地区の街づくり

24 経路のバリアフリー化推進

25 地域交通の支援の推進

26 公園リノベーション事業

27 みどりの保全・創出

28 めぐろサクラ再生プロジェクト

事業が目標達成に寄与するＳＤＧｓのゴール

区政運営方針
に係る事業

１　学び合い成
長し合えるまち

３　健康で自分
らしく暮らせる

まち

基本目標等 事業名

４　快適で暮ら
しやすい持続
可能なまち
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

事業が目標達成に寄与するＳＤＧｓのゴール
基本目標等 事業名

29 生物多様性の確保

30
区有施設の電力供給における
脱炭素化の推進

31
再生可能エネルギー・省エネル
ギー設備設置費助成

32 庁用車の脱炭素化促進

33
区有施設の改築における省エ
ネルギー化

34 道路・橋りょうの強靭化対策

35 安全・安心の道路交通対策

36 総合的な自転車対策の推進

37
天井非構造部材落下防止対策
等施設改修工事

38
避難所生活課題に対する備え
の充実

39
被災者の生活再建・復興支援
の推進

40
地域の防犯力向上（防犯カメラ
の整備）

41 木造住宅密集地域整備事業

42 整備地域等の不燃化促進

43 西小山駅周辺の街づくり

44 都市防災不燃化促進事業

45 民間建築物の耐震化

46 無電柱化の推進

47 豪雨対策事業

48 環境配慮型の道路整備

５　安全で安心
して暮らせるま

ち

４　快適で暮ら
しやすい持続
可能なまち
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７ 主な施設等整備事業 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※区全域に係る事業及び整備費補助事業等については掲載していない。 
 

№44≫都市防災不燃化促進事業 

№42≫整備地域等の不燃化促進 

№21≫自由が丘駅周辺地区の街づくり 

№43≫西小山駅周辺の街づくり 

№37≫天井非構造部材落下防止対策
等施設改修工事 
【めぐろ区民キャンパス】 

№10≫統合新校の新校舎建設 
【目黒西中学校】 

№14≫駒場公園の文化財保存・修復整備 

№41≫木造住宅密集地域整備事業 

№10≫統合新校の新校舎建設 
【目黒南中学校】 

№46≫無電柱化の推進 

№15≫文化ホール事業運営に係る 
設備改修 

№22≫中目黒駅周辺地区の街づくり 
 

№5≫総合的な子ども家庭支援体制の 
構築 
【碑文谷保健センター、 
第三ひもんや保育園】 

 

№46≫無電柱化の推進 

№11≫学校施設の計画的な更新 
【向原小学校】 

№19≫祐天寺駅周辺地区の整備 
 

№11≫学校施設の計画的な更新 
【大岡山小学校】 

№20≫学芸大学駅周辺地区の整備 

№46≫無電柱化の推進 

№1≫新たな区民センター整備と
周辺まちづくり 

№23≫目黒駅周辺地区の街づくり 

№11≫学校施設の計画的な更新 
【鷹番小学校】 

№46≫無電柱化の推進 

№11≫学校施設の計画的な更新 
【第一中学校】 

№11≫学校施設の計画的な更新 
【第十中学校】 
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第３　計画の内容

１　事業計画個票の見方

基本目標

政策

施策

7（2025）年度 8（2026）年度 9（2027）年度 10（2028）年度 11（2029）年度

（   ） （   ） （   ） （   ） （   ） （   ）

所管課

№

事業名

施策の体系

関連するSDGs

事業概要

主たる達成目標

成果指標

①

②

現況
（6年度末見込）

計画期間事業量
年度別区分

達成率(%)

事業費（千円）

財
源
（
千
円
）

国庫支出金

都支出金

特別区債

基　金

その他

一般財源

備考

経営資源の有効活用の観点で
期待される効果や工夫

■№

実施計画の事業番号です。

■施策の体系

基本計画の体系（基本目標、政策、

施策）を示しています。

■関連する ｓ分野

その取組が寄与する ｓのゴールを示しています。

■事業概要

事業内容や今後の取組について簡潔に記載しています。

■主たる達成目標

当該事業が実現を目指す目標を記載しています。

■成果指標

目標の実現に向けて、政策・施策の成果を把握していくための指標です。

■現況

全体事業量のうち、令

和 （ ）年度末ま

でに実施が見込まれる

事業量です。

■計画期間事業量

全体事業量のうち、今

回の計画期間である令

和 年度から

令和 年度ま

での間に計画している

目標事業量です。

■年度別区分

計画事業の実施時期・事業内容を年度別に示しています。■達成率

成果指標①の観点か

ら、計画事業の進行状

況を数値化したもので

す。 内の数値はその

年度までの累計値です。

■事業費

各年度の事業費と、計

画期間の事業費合計額

です。

■財源

事業費に充てる財源で
す。

■経営資源の有効活用の観点で期待される効果や工夫

事業の実施による効果や事業実施のために工夫する点を記載しています。

■所管課

事業を担当する所管（※）です。
※計画作成時の担当所管名です。

 
 

７ 主な施設等整備事業 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※区全域に係る事業及び整備費補助事業等については掲載していない。 
 

№44≫都市防災不燃化促進事業 

№42≫整備地域等の不燃化促進 

№21≫自由が丘駅周辺地区の街づくり 

№43≫西小山駅周辺の街づくり 

№37≫天井非構造部材落下防止対策
等施設改修工事 
【めぐろ区民キャンパス】 

№10≫統合新校の新校舎建設 
【目黒西中学校】 

№14≫駒場公園の文化財保存・修復整備 

№41≫木造住宅密集地域整備事業 

№10≫統合新校の新校舎建設 
【目黒南中学校】 

№46≫無電柱化の推進 

№15≫文化ホール事業運営に係る 
設備改修 

№22≫中目黒駅周辺地区の街づくり 
 

№5≫総合的な子ども家庭支援体制の 
構築 
【碑文谷保健センター、 
第三ひもんや保育園】 

 

№46≫無電柱化の推進 

№11≫学校施設の計画的な更新 
【向原小学校】 

№19≫祐天寺駅周辺地区の整備 
 

№11≫学校施設の計画的な更新 
【大岡山小学校】 

№20≫学芸大学駅周辺地区の整備 

№46≫無電柱化の推進 

№1≫新たな区民センター整備と
周辺まちづくり 

№23≫目黒駅周辺地区の街づくり 

№11≫学校施設の計画的な更新 
【鷹番小学校】 

№46≫無電柱化の推進 

№11≫学校施設の計画的な更新 
【第一中学校】 

№11≫学校施設の計画的な更新 
【第十中学校】 
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財源内訳 

① 国庫支出金・・・国から交付される財源で、使途が特定されている負担金・補助金など 

② 都支出金・・・・東京都から交付される財源で、使途が特定されている負担金・補助金   

など 

③ 特別区債・・・・区の借入金で、その償還が複数の会計年度にまたがるもの  

④ 基金・・・・・・積立基金からの繰入金 

⑤ その他・・・・・施設等の使用料等、使途が定められた財源のうち、国庫支出金、都支  

出金、特別区債、基金以外のもの 

⑥ 一般財源・・・・使途が制約されず、どのような経費にも使用できる財源 
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